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別表及び別図のとおり、それぞれ路線を認定し、変更し、及び廃止する。 

 

１ 認定する路線                 １１路線 

 

２ 変更する路線                  ５路線 

 

３ 廃止する路線                  １路線 

 

（理 由） 

 開発行為により本市に引き継がれた道路等を管理するに当たり、１０路線を

認定し、２路線を変更するとともに、市施行事業に伴い、１路線を認定し、３

路線を変更し、１路線を廃止するため、本案を提出する。 

 



別表
 １　認定する路線

起　　点　　名 図　面
終　　点　　名 ページ

東川下３６号線
川下１０号線
主要市道真駒内篠路線（北区篠路７条４丁目２５３番６７先）
主要市道真駒内篠路線（北区篠路７条４丁目２５３番６０先）
西茨戸３条１丁目３号線
茨戸１５号線
西茨戸３条１丁目４号線
茨戸１５号線
西茨戸３条１丁目４号線
西茨戸４条１丁目２号線
西茨戸３条１丁目２号線
西茨戸４条１丁目２号線
下茨戸１２号線
北区東茨戸４条１丁目１７５番１９９先
下茨戸１２号線
下茨戸線
東茨戸４条１丁目２号線
北区東茨戸４条１丁目１７５番２２２先
月寒３丁目２号線
月寒東３条中線
追分川沿線
追分東線

２　変更する路線
旧 起　　点　　名 図　面
新 終　　点　　名 ページ

東川下３６号線
鉄北線
厚別西１丁目本通線
鉄北線
上茨戸中間線
北区茨戸１番２７３先
上茨戸中間線
西茨戸４条１丁目２号線
東川下３６号線
川下支線
東川下３６号線
川下１０号線
川下４号線
厚別西５条１・２丁目２号線
厚別西１丁目本通線
厚別西５条１・２丁目２号線
稲穂線
手稲区稲穂２条６丁目２９６番９先
稲穂線
稲穂１１７号線

３　廃止する路線

起　　点　　名 図　面
終　　点　　名 ページ

厚別西１丁目本通線
川下４号線

整理番号 　　路　　線　　名　　

45-09259川下歩道１号線 ４

75-02357
旧 稲穂１０１号線

７
新 稲穂１０１号線

45-01855
旧 川下１０号線

４
新 川下１０号線

40-09314
旧 東川下歩道線

４
新 東川下歩道線

20-02359
旧 茨戸１５号線

２
新 茨戸１５号線

整理番号 路　　線　　名

00-09597
旧 川下支線

４
新 川下支線

50-03498月寒東３条３丁目１号線 ５

70-04445宮の沢２条５丁目１号線 ６

２

20-03776西茨戸３条１丁目３号線 ２

20-03777西茨戸３条１丁目４号線 ２

20-03778東茨戸４条１丁目１号線 ３

20-03779東茨戸４条１丁目２号線 ３

20-03780東茨戸４条１丁目３号線 ３

路　　線　　名

20-03774

整理番号

00-09631

20-03781

20-03775西茨戸３条１丁目２号線

２

神尾橋線

篠路７条４丁目１号線

西茨戸３条１丁目１号線

４

１
















